
【消費生活の窓口から】 

若者の除毛剤による皮膚障害にご注意を！ 

 ～顔面には使用しないで！使用方法とともに、契約内容も必ず確認

を！～ 

 全国の消費生活センター等に寄せられた情報によると、15～19 歳男性の除毛剤等に関す

る相談が、若者の商品・サービス別相談件数のランキングで、令和元年、2 年ともにトップ

になっています。 

 除毛剤は、化学作用により手足やわきの下などの体毛を取り除くものであり、人によって

はまれに皮膚に炎症を起こすことがあります。除毛剤等に関する相談のうち、かぶれ・かゆ

み・赤みなどの異常が生じたという被害者を年代別で見ると、10 歳代、20 歳代の割合が、

平成 29 年度の約 3割から令和 2年度以降は 6割を超え、若い世代が中心となってきていま

す。 

 除毛剤を購入・使用する際は以下の点に注意しましょう。 

【アドバイス】 

◆除毛剤は医薬部外品です。顔面には使用できないなど用法・用量や使用上の注意をよく確

認し、正しく使用しましょう。 

◆まずは 1回分を購入し、使用前にテストをして自分の肌に合うかどうか確認してから使用

しましょう。 

◆肌に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、症状がひどい場合などは皮膚科医を受診し

ましょう。 

◆特に通信販売で除毛剤を購入する場合は、1回限りか、2回目はいくらか、解約の方法な

ど契約内容を必ず確認しましょう。   

 

  特定商取引法の改正により、令和４年６月１日から、通信販売の注文時に内容を確認す

る際の表示がより明確になり 

 ます。今後も、通信販売の契約内容をよく確認してから購入するようにしましょう。 

 

 

◆除毛剤等を使って異常が生じた場合や定期購入の解約など困った場合等は、消費生活相談

窓口か消費者ホットライン１８８
いやや

（局番なし）に相談しましょう。 



※詳しくは、消費者庁公表資料「若者の除毛剤の使用による皮膚障害に注意！－顔面には使

用しないで！使用方法とともに、契約内容も必ず確認を！－（PDF）」をご覧ください。 

  

 

※ご相談・お問い合わせ先 

  中山町消費生活相談窓口（住民税務課 住民Ｇ内）☎６６２－２５９３ 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_060/assets/consumer_safety_cms205_220531_01.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_060/assets/consumer_safety_cms205_220531_01.pdf

